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今
、
多
く
の
お
店
で
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ

ス
決
済
」が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
消
費
者

と
し
て
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
を
使
っ
て
み
た

い
と
思
っ
て
も
、
ど
う
や
っ
て
使
う
の
？

な
ど
の
疑
問
や
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
は
ど
う

な
の
？
と
い
っ
た
不
安
か
ら
ま
だ
使
っ

て
い
な
い
と
い
う
方
が
多
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　
　

そ
こ
で
、
よ
り
多
く
の
方
に
キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
決
済
を
使
っ
て
い
た
だ
く
た
め

に
、「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
使
い
方
講
座
」
を

開
催
し
ま
す
。

■
開
催
日
時

　　
３
月
７
日
（
土
） 

11
時
〜
12
時

■
開
催
場
所

　　
の
い
ち
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　　
２
階　

研
修
室

■
参
加
費　

無
料

■
申
込
み
方
法　

　　

電
話
、Ｆ
Ａ
Ｘ
、メ
ー
ル　

■
申
込
み
締
切
り

　　
３
月
２
日
（
月
）ま
で

※

当
日
参
加
可
能
で
す
が
、
資
料
準
備
の

た
め
事
前
申
込
み
を
お
願
い
し
ま
す

■
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
事
業

　
　

町
内
会(

自
治
会)

な
ど
が
管
理
す

る
防
犯
灯
に
限
り
、
古
く
な
っ
た
灯
具

（
蛍
光
灯
、
水
銀
灯
な
ど
）
を
無
料
で

Ｌ
Ｅ
Ｄ
に
交
換
し
ま
す
。

※

商
工
業
の
振
興
を
目
的
と
し
た
装
飾
街

路
灯
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん

※

す
で
に
Ｌ
Ｅ
Ｄ
に
な
っ
て
い
る
灯
具
の
取

り
替
え
は
、
下
記
の
「
防
犯
灯
設
置
事
業
費

補
助
金
」を
ご
利
用
く
だ
さ
い

■
対
象
団
体

　　

町
内
会
（
自
治
会
・
協
議
会
）

■
提
出
物

　
　
（
市
が
防
犯
灯
の
位
置
図
を
作
成
し
ま
す
）

①
お
客
様
番
号
お
よ
び
防
犯
灯
数
が
明

記
さ
れ
た
電
気
料
の
領
収
書
（
電
力
会
社

発
行
の
口
座
振
替
済
通
知
書
な
ど
）

②
口
座
引
き
落
と
し
の
場
合
は
通
帳

■
提
出
先
と
期
限

　
　

地
域
支
援
課
へ
６
月
５
日
（
金
）
ま
で
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
に
な
じ
み
の
な
い
方
た
ち
に
も
ご
利
用
い

た
だ
け
る
よ
う
、決
済
手
段
や
使
え
る
店
舗
の
探
し
方
、ポ

イ
ン
ト
還
元
事
業
に
つ
い
て
ご
説
明
し
ま
す
。

　

市
内
の
防
犯
灯
を
Ｌ
Ｅ
Ｄ
に
交
換
し
、環
境
に
優
し
い
ま

ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。現
在
９
割
の
防
犯
灯
を
、電
気

代
が
安
く
長
持
ち
す
る
Ｌ
Ｅ
Ｄ
灯
具
に
取
り
替
え
て
い
ま
す
。

■
防
犯
灯
設
置
事
業
費
補
助
金

　
　

町
内
会
（
自
治
会
）
な
ど
が
管
理
す

る
防
犯
灯
の
新
設
・
修
繕
に
対
し
て
、

必
要
性
の
高
い
も
の
か
ら
補
助
金
を
交

付
し
ま
す
。

■
対
象
団
体

　　

町
内
会
（
自
治
会
・
協
議
会
）

■
補
助
対
象
事
業
（
灯
具
は
Ｌ
Ｅ
Ｄ
の
み
）

①
防
犯
灯
の
新
設

②
老
朽
化
し
た
木
柱
を
鋼
柱
に
更
新

③
老
朽
・
災
害
に
よ
る
灯
具
の
取
り
替

え
・
補
修

※

蛍
光
球
・
水
銀
灯
・
白
熱
球
へ
の
取
り
替

え
は
対
象
外

※

木
柱
へ
の
立
て
替
え
は
対
象
外

■
補
助
率…

１００
％
以
内
（
上
限
あ
り
）

※

た
だ
し
、
③
で
Ｌ
Ｅ
Ｄ
か
ら
Ｌ
Ｅ
Ｄ
の
取
り

替
え
に
対
す
る
補
助
率
は
５０
％
以
内

■
募
集
時
期…

随
時
受
け
付
け

問
商
工
水
産
課　
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クレジットカード デビットカード

プリペイド スマートフォン決済

主なキャッシュレス決済手段

◀詳しくは市役所ホーム　
　ページをご覧ください
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令和２年度から国保税率が
変わります
令和２年度から国保税率が
変わります
令和２年度から国保税率が
変わります

国保だより　～厳しい国保運営に対応するために～国保だより　～厳しい国保運営に対応するために～国保だより　～厳しい国保運営に対応するために～

■令和２年度　税率表■令和２年度　税率表

国保税の算定方式・新しい税率国保税の算定方式・新しい税率

所得割 8.1％ 2.5％ 2.2％

均等割 29，700円 9，100円 9，900円

平等割 22，600円 7，200円 5，300円

月、12月広報でもお知らせしましたが、香南市の令和元年度国保会計は赤字になることが予想されます。医療費

の増加や国からの交付金が予想を下回り、高知県の平成30年度国保会計が赤字となり、令和元年度事業費納付

金が大幅に引き上げられたことが要因となっています。今後も事業費納付金は増額されることが予想されるため、段階

的に国保税率を見直し、引き上げを行うことになりました。

『基礎分』
国保被保険者の医療等に
使われるもの

『後期高齢者支援金等分』
後期高齢者医療制度を
支えるためのもの

『介護納付金』
介護保険制度への納付金

■国保税の算定方式■国保税の算定方式

所得割
被保険者の
前年所得に
応じて計算

＋
均等割

被保険者数に
応じて計算

国保税 = ＋
平等割

１世帯あたり
で計算

後期高齢者支援金等
（対象者：全員）

基礎
（対象者：全員）

介護納付金
（対象者：40歳～64歳）区分

《国保税の計算例》

世帯主（42歳）：所得額 1,000,000円（課税標準額　670,000円）

配偶者（39歳）：所得額 　 400,000円（課税標準額　  70,000円）

※課税標準額＝前年中の所得額－330,000円（基礎控除額）

 介護納付金分（対象者：世帯主）

所得割：670,000×2.2％＝14,740円

均等割：9,900×1人＝9,900円

平等割：5,300円

合計額：14,740＋9,900＋5,300＝29,900円

基礎分＋後期高齢者支援金分＋介護納付金分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝　215,700円【国民健康保険税】
基礎分＋後期高齢者支援金分＋介護納付金分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝　215,700円【国民健康保険税】
基礎分＋後期高齢者支援金分＋介護納付金分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝　215,700円【国民健康保険税】

 基礎分（対象者：全員）

所得割：（670,000＋70,000）×8.1％＝59,940円

均等割：29,700×2人＝59,400円

平等割：22,600円

合計額：59,940＋59,400＋22,600＝141,900円

 後期高齢者支援金分（対象者：全員）

所得割：（670,000＋70,000）×2.5％＝18,500円

均等割：9,100×2人＝18,200円

平等割：7,200円

合計額：18,500＋18,200＋7,200＝43,900円

11

※合計額の100円未満は切り捨て

10 ２０２０.２11２０２０.２


